
宮下第　　76　号

平成26年8月22日

富士見市長　星野

富士見市下水道事業審議会

会　長　木内　芳弘　　様

事業認可区域に編入した市街化調整区域の受益者負担金

(単位負担金)について　(諮問)

富士見市下水道事業審議会条例第3条の規定により､下記の事項について

諮問します｡

記

1　事業認可区域に編入した市街化調整区域の受益者負担金(単位負担金)

について

公共下水道

･名称 仞h暫�面積 �%�見X�%8ｾ�ｧ｢��7�&��[ﾙ_ｲ�8��ｸ6x8ｹ9h+ﾘ.ｒ�

富士見市 公共下水道 ��X鬨��8鬨鮑�*I:�ｩKﾙ*ﾈ,ﾈｦR�自YB��(�ﾙ)ｩmｨ,ﾈ自YB�19.7ha 鼎3�冷�

特定環境保全公共下水道

名称 仞h暫�面積 �%�見X�%8ｾ�ｧ｢��7�&��[ﾙ_ｲ�8��ｸ6x8ｹ9h+ﾘ.ｒ�

富士見市 特定環境保全 公共下水道 (第三負担区) ��X鬩8ﾉ�Xｷi]ｸ鬨ｾ���･�;�,ﾈ自YB��X鬨岑ﾘ)J磯ｩ8xﾞ蟹:�ｩ¥ﾈ檍,ﾂ�ｦX自YB�B�4.6ha 鉄��冷�


